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はじめに 

八王子自治研究センター（以下、「自治研」という）では、『子どもたちの未来

へつなぐまちづくり』を活動のコンセプトにかかげ、地方自治、福祉、介護、教

育、環境、まちづくりなどをテーマに調査・研究・学習活動を行っています。 

これらの活動には、行政を含め市民生活の様々な分野で活動されている皆さ

まと課題ごとの研究会やプロジェクトをつくり、政策提言や地域実践などを行

っています。 

特に、緊急を要している子ども・子育て・若者の支援については、貧困問題を

含めてプロジェクトチームや居場所の実践活動などを行ってきました。これら

の活動は、行政職員・研究者・地域で支援にかかわる団体や大学生の皆さんと連

携なくしては出来ない取り組みです。 

今回の『かわら版』特集号は、「子ども・若者の未来を考える」というタイト

ルで、ひとつは貧困対策プロジェクトチームがまとめた「包括的貧困対策の構築

に向けて～地域の問題解決に向けて専門職の必要性～」を掲載しました。この論

文は、自治研の研究員でもある日本大学福祉学科教授の井上仁先生に総括編集

をお願いしました。これまでチームでは、関係機関からのヒアリングや事例検

討・市民セミナーなどを行い、現状の分析を進めながら貧困対策における家族支

援の必要性や総合的アプローチの必要性などについて、貧困の連鎖の防止とい

う視点から検証したものをまとめました。 

この論文については、第 13回地方自治研究集会に応募し、内容が認められ自

治研究論文部門奨励賞を受賞することが出来ました。 

自治研の活動紹介では、「豊橋市子ども・若者施策についての聞き取り調査及

び施設視察報告」や月に 2回程度開催している中学生の居場所「ホップ・ステッ

プ・ジャンプ」の実践報告などを盛り込みました。 

自治研では、ひとり親の子ども支援のサポートや孤立する若者相談なども行

う中で、子どもや若者の切実な声に耳を傾けながらいろいろな発信をしていま

すが、家族の問題や地域のつながりの希薄化の中で、孤立し、支援を得られず苦

しんでいる子どもや若者を支援するには、「一人で悩まない、いつでもほっとで

きる居場所と的確な支援」が必要だと考えています。 

これらの政策提言や視察報告が、絵に描いた餅にならないように、これからも

子ども・若者に手が届く活動を、一歩一歩進めていきたいと思います。 

 ぜひ、多くの皆様に目を通していただき、ご支援、ご協力をいただければ幸い

です。 

 

一般社団法人八王子自治研究センター事務局長 佐藤 千恵子 
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13  

包括的貧困対策の構築に向けて 
― 地域の問題解決に向けて専門職の必要性 ― 

一般社団法人八王子自治研センター 貧困問題プロジェクトチーム 

 

概要 八王子自治研センターでは、「地域の問題は地域で解決するまちづくり」

を基本理念として、「貧困」対策への焦点化をした PJ チームを設け、中核市と

なった八王子市における貧困対策の現状を事例から研究を行った。そのために

関係機関からのヒアリングや事例検討を行うなどして現状の分析を進め、貧困

対策における家族支援の必要性や総合的アプローチの必要性などについて、貧

困の連鎖の防止という視点から検証した。 

 

1. はじめに  研究の視点と方法 

（１） 研究方法  

 八王子自治研センターでは、2015 年度から中核市となる八王子市が「貧困問

題にどのように取り組むか」について焦点化し、貧困問題プロジェクトチームを

設け討議を重ねている。メンバーは、八王子自治研センター事務局長佐藤千恵子

をチームリーダーとして、学識経験者として元宝仙教育大学（元日大非常勤講師）

前田信一、日本大学文理学部教授 井上仁、NPO 法人エスエスエス（NPO 

Social Security Service 2000 年設立）さくら館相談員 鶴田咲良で構成する。

研究方法は、八王子市の行政関係所管や児童館などの現場職員からヒアリング

を実施してきた。また、八王子自治研センター主催で子ども・若者事例検討会や

貧困問題について広く市民からの意見聴取をするために市民セミナーや公開講

座を実施し様々な観点から政策研究を行った。 
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（２）研究の視点 

 貧困は、個人の自助努力で解決すべき問題ではなく社会の環境や家族の環境

など様々な要因で形成をされる。個人の努力で貧困問題を可決できるほど簡単

ではない。¹正規社員として働くには、大学等の学歴が求められ、教育が家族の

大きな負担となっている我が国においては数千万円の資産がないと困難である

といわれ格差と貧困が拡大している。 

 また、²生活保護制度は、個別支援型で貧困の連鎖防止に効果的であるとは言

えない現状がある。貧困脱出については、若者がキーを握る一方で、若者の自立

が世帯員の減少となって家族を貧困に陥らせるような課題が見えている。貧困

の連鎖防止においては家族支援や総合的支援のあり方が問われる。³生活保護法

改正では、自立支援が目的化され就労支援などが重点化され、就労・自立支援策

とインセンティブの強化が図られた。生活保護受給者等就労自立促進事業など

は、ハローワークと一体的な窓口設置をするなど連携型の支援が強化されてい

る。そして、ワンストップ相談のために総合（包括）相談などを設け、自立支援

計画を策定し、就労支援にとどまらず子どもの健全育成や居住等の安定確保等

にも貧困対策として取り組むことを地方公共団体に要請をしている。このこと

は、生活保護制度においてもソーシャルワーク的な相談支援体制が設けられ、少

ない社会資源を連携などによって結びつけるなどして、家族や若者の自立支援

を包括的に支援する考え方が萌芽してきていることになる。地方公共団体は、果

たして対応できているのかがいま問われている。 

  

２、子ども・若者の貧困対策の問題点 

（１）貧困の連鎖防止に向けた子ども・若者への貧困対策 

2009 年に制定された子ども若者育成支援推進法では、

総合的な子ども・若者育成支援のための施策を推進する

ことを目的とすることが示された。具体的には、子ども

若者総合相談センターを設置し、地域社会での連携など

を図るために子ども・若者支援地域協議会を設けて、支

援の対象となる子ども・若者に関する情報の提供、意見

の開陳、その他支援に必要な協力を求めるなど総合的な対応をする制度となっ

ている。また、2013 年に制定された「子どもの貧困対策の推進に関する法律（子

ども貧困対策法）」の基本理念でも「子どもの貧困対策は、子ども等に対する教

育の支援、生活の支援、就労の支援、経済的支援等の施策を、子どもの将来がそ

の生まれ育った環境によって左右されることのない社会を実現すること」と示

されている。しかし、子ども・若者支援地域協議会を設置している地方公共団体

（都道府県・政令指定都市・その他市町村）は、厚生労働省調査では 2016 年 4
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月で 89 地域に留まっている。 

 

（２）生活困窮者への貧困対策の問題点 

生活困窮者への対策は、2015 年度からは生活困窮者自立支援法が施行され、

生活保護に至る前のいわゆるグレーゾーンの者を対象に「自立支援を軸にした

総合支援対策をもって対応し、生活困窮に至らないようにすること」を目的に取

り組みが始まった。しかし、2005 年度から就労支援策として生活保護受給者等

就労自立促進事業が展開をされ、2009 年度から 2014 年度までは住宅支援給付

が行われてきた。また、2006 年からは若者支援施策として「地域若者サポート

ステーション」による就労支援事業などが展開をされるなど、それぞれの施策が

生活困窮者（貧困対策）の支援として機能をしてきたはずである。 

これらの施策は、厚生労働省も認めるように我が国全体での制度化にもかか

わらず一部の地方公共団体でしか実施をされていないのが現状で、従前の縦割

り行政の中で各分野がバラバラに支援するという問題点を抱えている。 

その問題は、それぞれの制度における事業でしかなく、早期に支援に関われる

相談体制やアウトリーチをかけるなど行政の積極的な対応が欠けてしまい総合

的な貧困対策（予防）的な機能を果たせないことになる。 

 

（３）家族支援の必要性と問題点 

 家族支援の必要性は、子ども・若者の自立支援においては重要な課題である。

このことは、NPO ビッグイシューが設置をした住宅政策提案・検討委員会「若

者の住宅問題‐住宅政策提案書調査」にその様子が示されている。同調査による

と、生活困窮（未婚の若者含む）の二十代・三十代の実に 77.4％が親と同居を

しているとの結果が示され 、経済的問題を抱える若者は家族に依存して暮らし

ている。 

また、児童虐待でも家族への支援は重要であり、児童福祉法の改正によって要

保護児童対策地域協議会が設置をされている。地域の暮らしの中で、各機関が連

携をして保護者（家族）支援の仕組み（子育て支援ネイボラ制度など妊娠期から

の家族・保護者支援の実施）をつくることで児童虐待防止を行うことが示されて

いる。しかし、保育費や教育経費などが高い日本では、その経済的負担は家庭生

活に大きく影響をし、子育て家庭を圧迫する中で子への期待が依存になり児童

虐待が温床化されていることも指摘されている。 

生活困窮者自立支援法では、自立相談支援事業として総合相談窓口の設置を

制度設計に盛り込み、総合的なアセスメントや自立支援計画の作成、支援調整会

議（関係者会議）などの運用により関係機関のサービスの実施を示している。こ

の仕組みは、要保護児童対策地域協議会が児童虐待対策として制度化している
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運用体制（代表者会議・実務者会議・関係者会議）と同様であり、ソーシャルワ

ーク（ケースワーク）としての対応を制度化している。 

このことは、直接給付に頼るのではなく、相談支援のサービスの複合的実施

（関係機関の連携による）によって、利用者のエンパワーメントを促進すること

で、生活保護受給という給付に頼らない貧困対策として両制度が重複的に関連

しあっていることになる。しかし、戦後の保護を中心とした個人救済型の生活保

護などの社会保障制度を家族も含めて総合支援型に転換するには、ソーシャル

ワークを担う専門的人材の登用や育成などが必要であり、これまでそのことを

怠ってきたつけが地域社会における貧困対策とりわけ家族支援のありように反

映し問題となっている。 

 

３、八王子市の取り組みの概況 

（１）八王子市の現況 

 2015 年 4 月に中核市となった八王子市は、東京都の西部に位置し、住民基本

台帳人口 562,795 人 （平成 22 年国勢調査 580,053 人）の都市である。人口的

な特色は、転入人口と転出人口が 25.000 人から 24.000 人あり転入人口の方が

多い。都心から 40 キロ圏であり大学等も 21 校あり学園都市としての様相も併

せ持っていることから、流入人口と転出人口が多いのではないかと予測できる。 

一方で出生数は、年々減少をして自然減（出生数―死亡者数）が進んでおり、

少子化対策も避けて通れない。子育て支援策には、八王子版ネイボラなどや子ど

も家庭支援センター（子育て相談・児童虐待防止等）とブランチ設置による地域

相談体制の整備や学童保育所の全小学校設置など力を入れている。貧困対策で

は、生活困窮者自立支援法に基づく相談、自立支援、住居確保給付金、就労支援、

学習支援など生活困窮に関する相談部所として、生活自立支援課を設置して総

合相談窓口をいち早く開設している。 

  

（２）地域移行支援とアフターフォロー施設「さくら館」 

八王子市は、2011 年に「八王子市路上生活者等地域生活安定化支援事業」と

してさくら館を設置し、ホームレス支援などに実績のある NPO 法人エスエスエ

ス（NPO Social Security Service 2000 年設立）に委託をしている。事業内容

は、地域生活移行支援に力を入れるため福祉事務所との連携による居宅生活移

行支援事業を行い、アフターフォローとして退所後原則 2 か月のフォロー期間

を設けている。具体的には、地域社会での生活移行がスムーズに行われるように

相談支援を行い、支援終了後も参加できる各種プログラム（調理実習・農作業・

公園作業等のボランティア活動などによる社会参加・社会貢献コース）の実施な

ど先駆的な事業を展開している。 



６ 

 

 

４、事例検討「10代での出産と貧困対応」 

（１） 事例概要 

 A 子（本児）は、幼少期に父と離別し母親が再婚

したが継父も本児が中学生の時に死去した。母親と

継父の間には異父姉妹である女児がいる。母親は、

継父が死去後働きに出るがうつ病を発症し生活保護

を受給する。母親は、すぐにギャンブル依存となり、

本児は妹の世話などで中学校通学が困難となる。A

子は、中学卒業後に定時制高校へ進学するが、状況は変わらず母親のギャンブル

依存及び養育放棄で家内はゴミ屋敷化し、電気やガスが止められるなど困窮を

極めた。その結果、A 子が 16 歳時に近隣から児童相談所へ通報がされ、親子 3

人は母子生活支援施設に入所となった。しかし、A 子は施設生活がなじめず、一

人で叔父宅に転居するもアルバイトと定時制高校の生活が両立出来ず 2 か月後

に退学して知り合った 30 歳男性と同居を始める。A 子は、16 歳で妊娠・堕胎を

経験するが、17 歳で再び妊娠したため出産を覚悟する。しかし、同居の男性は

途中で失踪してしまい、仕方なく叔父宅に戻るが堕胎を強要され、拒否した A

子は叔父に見切りをつけられる。A 子は、生活福祉へ相談に行く。福祉事務所は、

母子生活支援施設入所を進めたが過去の体験から本児は入所を拒否して無料定

額宿泊所へ入所し、生活保護を受けながら 18 歳で出産する。A 子は、20 歳にな

るまで親子でそこを居住にする。無料低額宿泊所では、若い母子の存在は異端で

あり、児童虐待やうるさい等入所者からの苦情が絶えなかった。A 子は、子ども

が 2 歳児になって退所を希望し、地域移行支援とアフターフォロー施設として

さくら館の入所が決まる。入所にあたっては、地域生活への移行が条件とされ、

子どもを託児しながらの稼働と出来ない場合は母子生活支援施設入所を約束し

て新たな生活を始める。 

  

（２）さくら館での支援 

 さくら館での A 子の生活支援が始まった。A 子は、自己肯定感が低く生活体

験が乏しいなどの課題があり生活基盤を確立させるための支援が必要となる。

支援は、就労を促しながら保育所や公営住宅の申し込み手続きなどをサポート

し、地域生活へ移行する準備を進めた。また、就労が決まると「就労先での指導

（叱責）に耐えられない」との訴えや「保育所入所の子どもの用品の制作が出来

ない（ミシンが使えない）」などの課題について個別に相談支援やサポート（ミ

シンの技術的な指導など）を行った。 

数か月後、A 子は公営住宅へ転居し新たな生活が始まるが、家事・育児と仕事
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の時間調整や生活管理が上手く出来ず住居がゴミ屋敷の兆候を見せた。そのた

め、週 1 回の訪問指導を継続し生活管理の指導を続ける一方で、保健センター

などと連携をしてメンタルサポートが受けられるようにした。A 子には、さくら

館の支援が終了することや収入が不安定だという不安があり、市と相談の上し

ばらく生活支援を継続した。 

その後、さくら館のサポートは終了し、数か月後に観察のため A 子と支援員

が面接すると、「母親が金の無心に来て、妹の事もあり断り切れず多額の金銭を

渡して自分たちの生活が苦しくなっている」と泣きながら訴えた。A 子は、母親

に言われるまま消費者金融から借財をしてお金を渡していた。支援員は、A 子に

「母親には金銭的援助をしないこと」を強くアドバイスしながら新たな相談先

につないだ。 

相談先としては、本人の意向もあり、「子ども家庭支援センターは児童虐待や

子育て支援で中学卒業後の妹には相談しにくい」、「母親も自分も生活保護を離

れたので生活保護課ではなかなか相談しにくい」と言うので、八王子市生活自立

支援課総合相談につなぐ。 

 

（３）生活自立支援課総合相談窓口での相談 

 生活自立支援課では、相談の情報をさくら館にも伝え、A 子との関係性が維持

出来ている支援員がキーパーソンとなって相談の継続を図ることを調整・確認

していった。具体的には、さくら館の支援員が電話や面接を定期的に行う中で A

子に接触し課題を発見する。そして、課題の具体的な相談先として、生活自立支

援課につなぐようにした。A 子は、新たな職場などの調整に支援員やワーカーが

助言するなど介在したことが功を奏し資格取得などへの意欲につながりつつあ

る。安定した生活の中から、ワーカー依存にならないように一人親支援の NPO

などの社会資源も紹介をして A 子がエンパワーメント出来る環境の構築も模索

している。 

 

 

５、事例から見る問題点 

（１）事例におけるサポートの問題点 

この事例では、生活保護法に基づく個別支援が行われていた。そして、10 代

の出産という事態に対しては、児童福祉法における支援の限界（相談支援の対象

年齢が 18 歳まで）、出産をする 10 代の若者へのサポート（施設や相談支援）や

サービスの不在など、現状での対応の限界が明確になっている。子を抱えた母親

への支援が、この事例では無料定額宿泊所で行われている。本来、子どもは児童

福祉法の対象であり、10 代の出産（18 歳未満）ならば母親も児童福祉法の対象
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となり、自立支援の枠組みもその中で行われるべきことである。 

 福祉事務所（生活保護相談支援）における相談では、生活保護費給付のための

相談になりがちで、社会資源を活用した包括的支援（家族への支援）が難しい。

また、給付型で就労支援などの自立支援に向けたサービスも行われつつあるが、

コーディネート出来るワーカーが不在するなど制度とのミスマッチがこの事例

からも見てとれる。 

 

（２） 事例における貧困対策の課題と学び 

①児童相談所の対応 

  児童相談所は、市町村と適切な役割分担・連携を図りつつ、子どもに関する

家庭その他からの相談に応じ、子どもの福祉を図るとともにその権利を擁護

すること（以下「相談援助活動」という。）を主たる目的として設置をされて

いる。４この事例においても中学生の時に虐待通報を受け、福祉事務所と連携

をして母子生活支援施設入所を決めるなどの対応をして

いる。 

その後、A 子が 17 歳で妊娠し叔父宅を出た後は、出産対

応含めて本来は、児童虐待防止の観点や特定妊婦としての

リスクも抱えることから、児童相談所が継続的にかかわり

続けるケースであるが、生活保護受給手続き（母子生活支

援施設入所等）をする過程で、福祉事務所などの関係があ

ることやさくら館入所によって支援確保が出来たとの判断をしたようである。 

 

②保健センター等の対応 

 A 子の場合は、10 代の妊娠・出産であり特定妊婦として要支援のサポート

が必要だが、今回の事例では十分にその機能を果たしているとは言えない。そ

の原因として考えられるのは、こんにちは赤ちゃん事業などで全家庭訪問を前

提としているが、今回の事例のように住所地が不明瞭となるケースでは把握が

難しい。母子手帳など含めて申請主義は、保護者の対応によっては情報が届か

ない事態となる。こんにちは赤ちゃん事業などは、本来はアウトリーチ型支援

が望ましく、アウトリーチをかけながらフォローアップすることが意識化され

ておらず、他機関依存型になりやすい現状が見てとれた。 

  

③さくら館の対応 

  さくら館の支援員は、地域生活移行を目的化する中で生活の安定だけでは

なく、生活スキルなどの獲得もプログラム化し相談支援の形でサポートを行

っている。支援員は、コーディネートをする要となっているが法制度による権
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限などが委譲されているわけではなく、福祉事務所などと連携しながら利用

者支援をしている。そのため、必然的にケース管理的なマネジメント機能を発

揮して、アフターフォローを含めて対応をしている。退所後のフォローアップ

も NPO で制度の制約などないことが逆にこの事例では効果的に機能してい

る。しかしながら、NPO の活動であり、活動原資は限定をされていることか

ら今回の事例をスタンダードとみることはできない。一支援員の善意と利用

者支援への想いでサポートされ続けている事例である。 

 

 

６、包括的総合支援における課題 

包括的総合相談窓口の設置は、行政組織の改編を目的化しがちである。本来、

福祉事務所が福祉に関わる「総合相談」を受け付け機能としていれば、このよう

な論議にはならなかったはずである。そもそも福祉事務所の「総合相談」は、生

活保護費の受給手続きに特化されがちな支援を、家族支援や地域支援につなげ

る役割を担うことやいわゆるグレーゾーンの相談に応じて生活保護受給に至る

前に支援を開始することなどが目的化されている。  

包括的総合相談では、地域生活における環境への適応や改善がその目的に含

まれ、当然生活単位である家族が意識化される。今回の事例でも家族支援が有効

であれば、家族分離などを招かないで地域生活の継続ができたかもしれない。貧

困防止についても、家族への支援、地域社会での生活の継続を目的化しないと家

族の抱える問題は顕在化し、結局は生活保護依存となる。 

そういう意味でも、事例から見えてきたのは、総合相談支援にはソーシャルワ

ーク的な専門性の必要性だ。その専門性とは、ソーシャルケースワークマネージ

メントということになる。マネジメントとの概念は、ケースワークを中心とする

相談支援ではなかなか意識化されず、属人的な相談支援にとどまることが多い

のが我が国の現状であり、顧みられることが少ないことに問題がある。 

 

 

７、貧困対策における包括的支援のありかたへの提起 

 八王子自治研センター貧困対策チームとしては、制度の構築はもちろんであ

るが、制度を運用できるソーシャルワークマネジメントが展開できる専門性や

人材を有した社会資源（制度）の構築を提起したい。 

 貧困防止や児童虐待・いじめなどへの対応は、現在の申請主義では限界があり、

本事例からもみるように相談者は積極的な救済を求める行動を起こしにくい。

ワーカーなどのサポートがあってはじめて申請・相談にたどり着く。相談者（い

わゆるクライエント）のエンパワー性（自己解決能力）は最初から高くない。生
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活保護の給付の限界は、給付が利用者に目的化されてしまい、この事例の母親の

ようにギャンブル依存などへの対応が、自立支援（エンパワーメント）に向ける

支援に乏しくなり、家族分離の結果を招いている。だからこそソーシャルワーク

的手法により、自立を明確に目的化して、クライエントがエンパワーメントを発

揮できるような支援が必要である。 

 さくら館の支援は、ケースマネジメントの目的が明確に示され、アフタ-フォ

ローにおいて評価も行われている。課題に明示もあり、関係機関に対しての連携

の目的化が図られている。そのことは評価されるが、その後の支援では関係機関

の連携マネジメントでマネージャーの不在の問題が指摘できる。ケース管理・進

行管理を誰も担わない現状が見えてくる。児童福祉から若者支援（生活保護から

生活保護以降）につながる事例となると継続的な支援体制が取られていない。八

王子市は、子ども若者対策地域協議会が設置をされていないために、このような

ケースへの対応が出来ない現状がある。18 歳以降の若者や家族支援を担う部所

がないことが問題である。NPO にいる支援員が、ソーシャルワーカーとしてこ

の事例では専門性を発揮しているが、行政側にその受け皿である専門性の欠如

が見てとれた。 

 インテークからアセスメント、支援方針決定などのケースワークマネジメン

トまではできても、関係機関をつなぎ合わせる総合支援（ネットワーク支援）の

マネジメントの意識化とマネージャーの位置づけが出来ていない（出来ない）。

ソーシャルワークにおけるマネジメントは、ドラッカー のマネジメント論に学

ぶところが大きい。社会に貢献し、組織の使命を果たし、仕事を通じて関わる人

を生かすことがマネジメントであると言っている。まさにソーシャルワークマ

ネジメントの目指すべきことであり、総合相談支援がこのようなマネジメント

に基づくものでなければならいない。社会福祉士などの専門的教育を受けた福

祉専門職がこれらの役割を担うことになる。 

 多くの地方公共団体では、福祉専門職の任用を行っていないために、制度設計

（国）はよくできていてもその制度を担い実践する人材が伴っていない。国は、

制度のみの提供で人材や運用の財政支援を怠っている。その結果、制度と現場と

のかい離が生じている。これまでソーシャルワークを、ましてやマネジメントを

運用できる人材の任用をしておらず、人材の育成を十分にしていない。福祉職を、

専門職としている地方公共団体の少なさからもこのことは明らかであり、制度

だけ先行させている行政の矛盾を指摘したい。福祉事務所などでは、これまでも

多くの福祉人材を輩出してきてはいるが、それは自助努力の結果であり、属人的

な結果のそしりを免れない。その結果、専門職集団の育成などが追いつかない現

状があり、ネットワークが形骸化している実態がある。⁵多くの相談職が非常勤

化しており、ケースの継続性という基本さえ市町村は担保できていない現状が
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ある。 

 中核市である八王子市も同様な課題を抱えている。包括的総合相談窓口の設

置や子ども家庭支援センターなどのネットワークなどの制度化は図られている

が、そこのワーカーの育成には同じような課題がある。将来中核市として、児童

相談所の設置、保健や福祉・教育での連携でのまちづくりなどの展開が計画され

ても、そこにソーシャルワークを担う専門職の任用がなければ、ネットワークや

制度の導入は絵に描いた餅であり、現場の属人的な人材に頼ることとなる。 

この問題は、八王子市にとどまらず、保育士や介護職でも同じような課題があ

り、社会福祉全体に言えことである。貧困問題に向き合う行政もまた人材という

貧困問題を抱えている。制度だけでは貧困問題はなくならない。 

（文責・日本大学文理学部 井上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「子どもの最貧困国・日本」山野良一 光文社新書2008年株式会社光文社 ｐ53自己責任論・人的資本

論等より 

2016年3月4日 読売新聞コラム 貧困と生活保護（２６）貧しい家庭の子も、大学進学をあきらめない

でより 

「ここまで進んだ格差と貧困」稲葉剛他 2016年新日本出版 「若者の住宅問題」調査結果より 

厚生労働省「児童相談所運営指針」より 

非常化している相談員 

スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー・母子等相談員・東京都子ども家庭支援センター

相談員等 

参考文献 

「ここまで進んだ格差と貧困」新日本出版 2016年 

平成27年度「子ども・若者貧困白書」内閣府、「女性と子どもの貧困」大和書店 2015年 
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はじめに 

八王子自治研究センターでは、毎年先進的な取り組みを行っている基礎自治体への視

察調査を行っています。今回は、６月に研究者等と共に「困難を有する子ども・若者支

援施策」を先行して行っている豊橋市を視察しました。 

豊橋市は、三河湾を有し、面積２６１．８８、人口３８万人弱の都市で、１９９９年

に中核市に移行しています。また、０～３９歳の人口は、全人口の４２．９％（２０１

６年４月現在）となっており、現在子ども･若者施策にも力を入れています。 

子ども・若者をめぐる様々な問題が深刻化をする中で、事態への対策の一つとして政

府は２０１０年に「子ども・若者育成支援推進法」を制定しました。豊橋市では、努力

義務である『子ども・若者支援地域協議会』をすぐに設置し、同年から内閣府モデル事

業を２か年実施してきました。 

困難を有する子ども・若者への支援は、結果としてすべての子ども・若者とその家族

の支援につながり、社会で支える環境整備を整えて行くことになります。また、同市は

『子ども・若者総合相談』窓口を設置し、学校や関係機関とも連携がしやすい環境にあ

るとのことです。 

視察では、市の担当職員の熱い思いがあふれる丁寧な説明があり、人材の大切を感じ

ました。 

 

 

日時  2016年 6月 13日（月）～6月 14日（火） 

参加者 井上 仁（日本大学社会福祉学科教授、八王子市福祉審議会会長及び 

児童福祉専門分科会会長） 

    前田 信一（社会福祉法人カリヨン子どもセンター・スーパーバイザー） 

    鶴田 咲良（八王子市地域生活安定化事業さくら館・地域生活支援員） 

    深澤 和宏（一般社団法人八王子自治研究センター理事） 

    佐藤 千恵子（一般社団法人八王子自治研究センター事務局長） 

 

 

一般社団法人八王子自治研究センター研究視察報告 
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１．こども未来館ココニコ視察   

日時：6月 13日（月）13：30～14：30） 

 

当日は、伊藤 孝良さん（こども

未来部こども未来館副館長兼事務

局長）にお話を伺いました。 

○ この施設の目的は、こども未

来館は「ささえる」「ためす」「ふ

れあう」「あらわす」を基本コン

セプトとして、子どもの健やか

な成長を促す支援や相談を行い、子どもを中心に市民が交流し活動する多世代交流の

場となってい

ます。 

 

○ 施設概要 

敷地面積：

11,853 ㎡（市有

地） 

建物床面積：

7,214 ㎡鉄筋

コンクリー

ト整備事業

費：約 26 億

円（うち、 

まちづくり

交付金 12 億

円） 

 

 

「子育てプラザ」…0～3 歳までの乳幼児とその保護者を対象に、親子で楽しく遊 

べる場や子育て情報等を提供し、子どもの健やかな成長を応援

します。 

「体験・発見プラザ」…幼児・小学生が中心。５つのブースや体験セットなどで楽

しめる。ドリームタウンや大型遊具を配置したキッズパーク、

実物の路面電車などがあります。 
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「集いプラザ」…子どもから大人までが集い交流できるプラザ。緩やかな傾斜の芝

生広場や多彩なイベントを開催。皆が集える憩いのスペースにな

っています。 

 

○ 運営体制 

  市が「子育てプラザ」の運営と市民協働の推進を受け持ち、指定管理者が体験・

発見プラザ、集いのプラザの運営と施設全体の維持管理を行っています。（一部

有料） 

 

豊橋市 

（職員 5人、嘱託 6人） 

子育てプラザの企画運営、体験・発見プラザ・体

験プログラム企画調整、ボランティア育成と市民

協働事業 

指定管理 

（丹青射 9人、コニックス） 

集いプラザ企画運営、体験・発見プラザ企画運営

施設維持管理（総合案内、警備、清掃、機器保守

点検等） 

 

 

２．豊橋市こども未来部こども家庭課へ聞き取り調査 

日時 6月 13日（月）15時～17時 

場所 豊橋市こども未来部 

話し手 ・北村充さん（豊橋市役所福祉部 福祉事務所子育て支援課）  

 

（１）豊橋市の概要 

・面積 261.88㎞（うち外国人 14,277人 うちブラジル国籍…6,240人） 

          ＊0～39歳人口 162,000人（全人口の 42.9％） 

＊ この施設の親子ひろばは、広々としたス

ペースに多くの親子や小学生が集っていま

した。それでも、圧迫感を感じない施設の工

夫があり、子どもたちはゆったりとして遊ん

でいました。 すべてに開放感がある居場所

となっています。 
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 ・1999（H11）年：中核市に移行（吉

田藩城下町、東海道の宿場町） 

 ・JR 東海道新幹線、東海道本線、

飯田線、名古屋鉄道、豊橋鉄道が通る

交通の要所 

 ・農業が盛んな地域（主な作物：キ

ャベツ、鶏卵、大葉 

 ・全国有数の自動車輸入港（三河湾

を有する） 

 ・現在、豊橋カレーうどん  

 を売り出し中。 

 

 

 

（２）豊橋市の困難を抱える子ども・若者自立支援事業 

⁸ǵἧǰȉɵ ǵ֝ȑ Ȇ  

◇ ２００７年：まちづくり研究会にて若手職員を中心に『青少年の居場所づくり』について研究 

◇ ２００８年：若者の居場所として『宿泊訓練事業』開始・ＮＰＯ法人「いまから」が市民協働事

業として実施（主な事業は、ニート、ひきこもりなどの若者の居場所、宿泊訓練など） 

◇ ２００９年：市内に『とよはし若者サポートステーション（国事業）』（市内のＮＰＯ法人が厚生労

働省事業を受託して実施し、就労に困難を抱える若者に対しての相談事業業）が開設 

◇ ２００９年：『就労体験事業』、『外国人就労支援事業』を市内のＮＰＯ法人へ委託（就労に困

難を抱える若者に対して農業・介護などの就労体験等を提供） 

◇ ２００９年：『豊橋市若者自立支援ネットワーク協議会』の設置。（ハローワーク、保健所、ＮＰ

Ｏ団体などいろいろな分野の機関が参画し、実務者レベルでの情報共有を行う） 

 

 

３．子ども・若者支援地域協議会について 

  ◇ 2010 年 4 月「子ども・若者育成支援推進法」の施行 

    ＜法律の背景＞ 

     近年、わが国の子ども・若者をめぐる様々な問題は深刻化。 

     ⇒社会的自立の遅れに対する立ち直り支援の充実強化は喫緊の課題 

     ⇒公的機関・民間機関による包括的、かつ総合的な支援が必要 

       ＊子ども・若者支援地域協議会の設置は都道府県、市町村の努力義務 

（子ども・若者支援育成支援推進法代 19 条第 1 項に規定） 

      

イ
ラ
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。
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し

拡
大 
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    同年 7 月「子ども・若者育成支援大綱」の発表 

  子ども・若者ビジョン重点課題 

   ①すべての子ども・若者の健やかな成長を支援する 

   ②困難を有する子ども・若者やその家族を支援する 

   ③子ども・若者の健やかな成長を社会全体で支える 

    ための環境を整備する       

◆ 内閣府のモデル事業 

  （正式名：子ども・若者支援地域協議会の設置・運営モデル事業）  

 

    

   ＊豊橋市では、国のモデル事業を受託する中で、H22.11.15 に協議会を設置 

◆ 豊橋市⇒設置モデル事業 

（2010・2011 年度） 

運営モデル事業（20112 年度） 

 ○子ども・若者支援地域協議会の担当課 

・2010（H22）～2014（H26）年度 教育委員会、生涯学習・2015（H27）年度こ

ども未来部こども家庭課へ機構改革のための移管 

 ⇒協議会の設置促進、設置後の運営効率化を図る。 

 ⇒設置モデルについては、2 か年の間に地域協議会設置を目指す。 
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 ３．とよはし若者サポートステーション視察 

日時 6月 14日（火）10時～  

＜視察及び聞取り調査＞ 

話し手 ・NPO法人「いまから」伊藤 和志さん 

（相談業務ユニットリーダー・ピアコンサルタント） 

（１）NPO法人「いまから」の支援事業概要 

○ 近隣市が集まって、ボランティア団体として発足 

○ 教育委員会へ若者支援の場を要望→当時は青少年課が建物の管理をしていて、

当時の教育長が使用を促す。そこで、国の事業が始まる前に生活自立支援宿泊所

事業が開始した。 

○ 当時は、現在の理事長の仲田さんが管理人兼職員として始まった。対象は、不

登校・ひきこもりなどの方たちが結構集まってきた。5･6人～10人になった。 

 

○ 利用料は取る（仲田さんの人件費） 

   無料で、障がい認定を受け入ていたり、スレスレまたは認定を受け入ていない

IQ80位の人たちなど、その時点で困っている人たちが押し寄せてきた。 

  ひたすら泊まり続けてきた。 

  → 市は、このままだと発展性がないということでサポート事業をやってはどう

かという話があった（青少年課や学校校長）→有料化（利用料を取る）し、人件

費などに充当した。 

○ サポステは東三河と蒲郡にはあった。 

   ハローワークとサポートステーションの中間としてジョブカフェがあり、サポ

ステに入り込めなかった若者が主に利用があった。 

  そこで、総合相談で福祉事業といっても、一人ひとりニーズが違うので、不特定

多数の活動は難しい。一人ひとりに合う居場所が求められている。 

  そこで、とよはし若者サポートステーションを立ち上げる。 

○ とよはし若者サポートステーションは、これまでのサポステに入り込まなかっ

た若者が主に利用があった。現在、中間的な役割になっている。直接支援につな

げる。 

  週 20時間の労働がないと就労カウントされない。 

  グレーゾーンの人たちは、短時間の就労から入っていかないと続かない。 

  例えば、新聞配達、清掃業務、ビラ配り、配達、農家（蒲・名護）などに、個人で

協力をしてくれる人が多い。この支援者の開発は、サポステがやっている。訪問や

開拓を渉外の者が担っている。 

○ サポステ（130名の新規＋再利用） 
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  入口は、インターネットで本人か保護者が調べて連絡がある。また、ハローワーク

との連携。 

○ とよサポでは、中核市ということで、ハローワークに通う若者がパンフレットを

見て連絡してくることも多い。市に、発達障がい支援コーディネーターが 4人いる。 

○ 「いまから」の事業概要 

  ① 宿泊所事業 ＝ 若者の自立支援 サポステ事業とグループホーム事業で

5100万円 

  ② サポステ（国事業）＝職員は 6.5人いる内、当事者が 3人。 

  ③ 学習支援（サポステ事務所）週 1～2回（指導者仲田＝フリースクール経験） 

＊ただし、宿泊事業は、最初に利用した人が、中々出ていかない傾向があり、

居座っているように見られてしまう。常連として、住み続ける人がいて 5～6年

で打ち切りになった。廃止の時に、10人位の利用者が医師から精神疾患の診断

があった。 

 現在、民家を借り上げてホームシェアをはじめた。 

 宿泊所⇒生活自立支援⇒非行は働ける。施設生活で 18 歳を過ぎた若者や精

神障がいはグループホーム 

 生活困窮者の自立支援  本人の意思でやり取りが出来る方が、より一層支

援が出来る。 

サポステ利用者⇒個人、 

過去に精神科通院体験   55％ 

障がい者手帳あり     20％ 

残り（現在、通院、グレーゾーン）25％ （過去に診療しているが手帳はなし） 

＊この中で、スネップ状況は 6～7割 

＊就労希望の人の就活をしながら、その人が失敗していく中で病院を紹介する。 

 このような方たちは、最初から病院を紹介すると不満足感が生まれる。 

＊生活保護から入る事が多い。一人暮らし。 

○ ボランティアの部分で、そのような方たちの訪問支援事業をやっている。 

  また、一人暮らしを経験しながら、金銭管理が出来るようになれば、問題

は解決の方向に向かう。どうしても駄目な場合は、Ｂ型支援へつなげる。 

○ 仲田という情熱的に動いている人がいることで次から次につないでいる。  

また、支援されてきた人が、今度は支援をする側になることで、当事者の気持

ちが分かり支援がしやすい面が出ている。 
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４．子ども・若者総合相談窓口視察と聞き取り 

日時 6月 14日（火）11時 30分～  

＜視察及び聞取り調査＞ 

・梶浦 稔さん（豊橋市役所こども未来部福祉事務所こども家庭課） 

・金子 修市さん（子ども・若者総合相談窓口支援相談員） 

・山本 桂子さん（子ども・若者総合相談窓口支援相談員）  

○ このセンターは、少年センター（非行相談）と統合して出来た相談窓口で、電話 

とよはし若者サポートステーション 

対象：15 歳から 39 歳の働くことに悩

みを抱えている若者 

仕事を辞めてしまって悩んでいる、学

校を退学してしまい卒業後仕事が決ま

らないなど、働きたいけどこの先を悩

んでいる方へ就労に向けた支援を行っ

ています。 

 若者の自立支援 
対象：ひきこもりやニートの若者、

またはその家族 

日常の悩みの相談、家族間の問題解

決などの相談を行いながら必要に応

じて各種手続きの同行支援、サポー

トを行います。 

 生活困窮に陥った若者の緊急生活支

援事業 
生活困窮に陥っている若者、児童養護

施設を利用できなくなり施設を出てい

き場がなくなった若者のためのシェル

ターを支援して、孤立状態を防ぎ、生

活面・精神面でのサポートをします。

利用料は無料です。 

＊この事業は独立行政法人福祉医療機

構の助成を受けて活動しています。 

 フードバンク事業 
対象：生活に困窮している方 

各企業で賞味期限が残り少なく、まだ

食べられるのに捨ててしまっている食

べ物を譲ってもらい、生活に困ってい

る方々に無料で配っています。（受け

取るには登録が必要です） 

 東脇グループホーム 
対象：精神障がいのある方 

家から離れて自立をして暮らしたいけ

ど一人暮らしはできない状態の方に対

してグループホームで支援をしていま

す。 

 学習支援 
高校中退のための高認（高校卒業認定

試験）の勉強、専門学校、大学入試対

策、小学校・中学校の学び直しの勉

強。希望に合わせて個人別指導。 

 生活支援宿泊所事業 
対象：ニートやひきこもり状態の若者 

市内にある宿泊所で同じような状態

の仲間と一緒に過ごしながら自立に

向けての誠克づくりが出来るようサ

ポートします。 
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受付の中で必要に応じて面接を行っている。 同じ建物内に、少年愛護センターがあ

る。 

相談員は 2 名。「学校へ行けない」「友だちとうまくつきあえない」「いじめられた」

「悪いことをしてしま った」「仕事が見つからない」「将来が不安」「家に帰りたくな 

い」「家から出られない」などの相談ある。相談が複雑化した場合は、一般社団法人

東三河セーフティネットなども紹介して一緒に支援を行うことも出来る。 

○  豊橋市子ども・若者総合相談は、教育からスタートしてきた経緯があるので、

学校関係と連携しやすい。また、ここは福祉なので学校へ相談がしにくい保護者は

ここへ来る。相談日は、月～金曜日の 10 時～17 時（木曜：16 時まで）。土・日曜

日と祝日、年末年始は休み。対象は、おおむね小学生から 40 歳までの方で、基本

的には豊橋市内に在住の方。保護者の方からのご相談でも可。 

○ 家庭児童相談との関係 

家庭児童相談は、市の窓口で行っているが、対象年齢が低い場合が多い。 

  総合窓口では年齢が高い人の相談が多くなるなど役割分担している。 

   また、ここではグレーゾーンのケースの子どものかかわり方の相談が多い。保護

者は、「こんなに頑張っているのに認めてもらえない」というような相談もあり、

話を聞いてあげる事で解決策をみつける。 

○ 連携支援で継続的に支援を行うことが課題 ⇒ 他機関と連携など、ネットワー

クを拡大していくことが求められている。 
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自治研センターでは、中学生の居場所支援として月に 2回程度（隔週火曜日予定） 

「ホップ・ステップ・ジャンプ」を開催しています。 

 

「ここではこんな活動をしています」  
≪学習≫ 

ү▌Ƕʴἶ ǲǯǪǭẎўǱ ҲǮǠƳ 

ǚǚǮǶƲ ʺ ǲ֝ȑ ȇǚǯșẎўǲ 

ǞǱǓȐƲẎἶ ȋ ǋ ᴣǱǰǓ 

ɚɧɱɄȡȠǮʴἶ ǵ ǜȚș ǞȅǠƳ 

≪交流≫ 

ȱɝɣɉȯɶȵɥɱǶƲ˲ǯǒǒȖȒǲǶẎўǱ ҘǮǠƳ 

̝ ȋ ǱǰșƲ ǮȋȒǚǯǮȱɝɣɉȯɶȵɥɱ 

Ҙș ǭȅǠƳȅǦƲⱳ ǲꜘǟǭ ȉ֞ǘǭǋȅǠƳ 

≪食育≫ 

         ǶƲ ǔǭǋǖʣǮẎўǱɂɶɩǲǱȑȅǠƳ 

         Ϸἶ ᴣǜȚǓ ᶥǑǋǞǋ ˗ǯʝ ǲ ᾚș 

ǞǭǖȓȅǠƳ 

場所：八王子自治研究センター（八王子市役所南隣りのビルの２階（1階は食堂とラーメン屋）階） 

参加費：100円（食育実費。ただし、交通費などがかかった中学生は無料） 

定員：６人～８人程度 

対象：中学生。申し込みは八王子自治研究センターへ問い合わせを 

Ǟ Ȇǲǫǋǭ 

ƫǋȅƲᾜǞȂǪǯǮǔȒᾱḹ Ǔ Ǟǋʴἶ

ǱȐƲ Ǯȉ֓қǮǔȅǠƳ 

ƫǰȚǱǯǚȔǒⱲ Ǳ ǶƲ ἶǧǘǮȉ 

Ǟ ȆǮǔȅǠƳ 

ƫ ȚǮǋȒǚǯȋᶩǪǭǋȒǚǯș ȋ 

ɟɶɩǮ ǠȒǚǯǓǮǔȅǠƳ 

ƫ ǞǋǚǯǓ ǔǦǋ ǶƲ 

˗ҵᾯȅǮ ǖǧǜǋƳ 

042 - 626 - 7714  

  - mail jichi88sato @dune.ocn.ne.jp  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

 

 

 

 

ʴἶ ᾱḹ Ḹף 

主催 子ども若者の居場所づくり市民の会

（事務局担当 佐藤千恵子） 

共催 一般社団法人八王子自治研究センター  

後援 八王子市 

問合せ 住所：八王子市元本郷町 3-17-15 

ハマナカビル 2 階 

電話：042-626-7714  

È-mail：jichi88sato@dune.ocn.ne.jp 
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Ẏἶ ǵǑϸǜȚƲǑốǜȚǓȋ

ǜǞǖ ǏǭǖȓȅǠƳ 

ү▌Ǔї Ǳǋǯדǋ ȚǮǋǦ

ἧǰȉȉᾜǞǡǫƲἶǽǚǯǵ

Ǟǜș ǟỒȈǭǋȅǠƳ 

ǵɟɉɣɶǶƲ 

ɵ ǵЊǪǦ  

ɵ ǵȆǥȓᴇǏ 

ɵɪɱȱɱ Ȉ 

ɵ  

ɵװᶀ  

ɵǛ  

ү▌Ǔ ȖǪǦǉǯǶƲ Ǟ

ǋǛ ǵ  

ᶥƲɕɫǵ ₉ Ϸἶ

ᴣ ǜȚǓ Ǟǋװ

˗șǭǋǔȎǍǞǭǖȓȅ

ǠƳ 
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  042 - 626 - 7714  

FAX  042 - 621 - 6423  

E- mail:jichi88sato@dune.ocn.ne.jp                         
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